
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
内
閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し

て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
簡
素
な
顧
客
管
理
を
行
う
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
取
引
）

（
簡
素
な
顧
客
管
理
を
行
う
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
取
引
）

第
四
条

令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
簡
素
な
顧
客
管
理
を
行
う
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
取
引
と
し
て
主
務
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

第
四
条

﹇
同
上
﹈

﹇
一
〜
十
二

略
﹈

﹇
一
〜
十
二

同
上
﹈

十
三

令
第
七
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
取
引
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

十
三

﹇
同
上
﹈

﹇
イ
・
ロ

略
﹈

﹇
イ
・
ロ

同
上
﹈

ハ

特
定
事
業
者
が
そ
の
子
会
社
等
（
会
社
法
第
二
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。）を
顧

客
等
と
し
て
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
当
該
顧
客
等
の
代
表
者
等
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ

り
当
該
顧
客
等
の
た
め
に
当
該
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

当
該
代
表
者
等
が
、
当
該
顧
客
等
が
作
成
し
た
委
任
状
そ
の
他
の
当
該
代
表
者
等
が
当
該
顧
客
等
の

た
め
に
当
該
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
内

閣

府
、
総

務

省
、
法

務

省
、

財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省

令
第
三
号

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
並
び
に
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
二
十
号
）
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
及
び

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

総
務
大
臣

武
田

良
太

法
務
大
臣

上
川

陽
子

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉





当
該
代
表
者
等
が
、当
該
顧
客
等
を
代
表
す
る
権
限
を
有
す
る
役
員
と
し
て
登
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
顧
客
等
の
本
店
等
（
本
店
、
主
た
る
事
務
所
、
支
店
（
会
社
法
第
九
百
三
十
三
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
支
店
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。）又
は
日
本
に
営
業
所
を
設
け
て
い
な
い
外
国
会
社
の
日

本
に
お
け
る
代
表
者
の
住
居
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
営
業
所
に
電
話
を
か
け
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
代
表
者
等
が
当
該
顧
客
等
の
た
め
に
当
該
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
こ
と
。

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
特
定
事
業
者
が
当
該
顧
客
等
と
当
該
代
表
者
等
と
の

関
係
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
代
表
者
等
が
当
該
顧
客
等
の
た
め
に
当
該
取

引
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３

令
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
簡
素
な
顧
客
管
理
を
行
う
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
取
引
と
し
て
主
務
省
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

３

﹇
同
上
﹈

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

二

前
号
に
規
定
す
る
特
定
受
任
行
為
の
代
理
等
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
う
ち
、
第
一
項

第
十
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引

二

前
号
に
規
定
す
る
特
定
受
任
行
為
の
代
理
等
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
う
ち
、
第
一
項

第
十
三
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
取
引

（
顧
客
等
の
本
人
特
定
事
項
の
確
認
方
法
）

（
顧
客
等
の
本
人
特
定
事
項
の
確
認
方
法
）

第
六
条

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
の
う
ち
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
顧
客
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

第
六
条

﹇
同
上
﹈

一

自
然
人
で
あ
る
顧
客
等
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か

一

﹇
同
上
﹈

﹇
イ
〜
リ

略
﹈

﹇
イ
〜
リ

同
上
﹈

ヌ

次
の

若
し
く
は

に
掲
げ
る
取
引
又
は
当
該
顧
客
等
と
の
間
で

に
掲
げ
る
取
引
と
同
時
に
若
し
く

は
連
続
し
て
行
わ
れ
る
令
第
七
条
第
一
項
ム
若
し
く
は
ヰ
に
掲
げ
る
取
引
を
行
う
際
に
当
該
顧
客
等
又
は

そ
の
代
表
者
等
か
ら
当
該
顧
客
等
の
本
人
確
認
書
類
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
本
人
確

認
書
類
の
写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
等
の
住
居
に
宛
て
て
、
取
引
関
係
文
書
を
書
留
郵
便
等
に

よ
り
、
転
送
不
要
郵
便
物
等
と
し
て
送
付
す
る
方
法

ヌ

﹇
同
上
﹈

令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち
、
法
人
（
特
定
事
業
者
と
の
間
で
行
わ
れ
た
取

引
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
そ
の
行
う
取
引
が
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
の
危
険
性
の
程
度

が
低
い
と
認
め
ら
れ
る
法
人
に
限
る
。）の
被
用
者
と
の
間
で
行
う
も
の
（
当
該
法
人
の
本
店
等
又
は
営

業
所
に
電
話
を
か
け
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
給
与
そ
の
他
の
当
該
法
人
が
当
該
被

用
者
に
支
払
う
金
銭
の
振
込
み
を
受
け
る
預
金
又
は
貯
金
口
座
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
も
の
に
限
る
。）

令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち
、
法
人
（
特
定
事
業
者
と
の
間
で
行
わ
れ
た
取

引
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
そ
の
行
う
取
引
が
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
の
危
険
性
の
程
度

が
低
い
と
認
め
ら
れ
る
法
人
に
限
る
。）の
被
用
者
と
の
間
で
行
う
も
の
（
当
該
法
人
の
本
店
等（
本
店
、

主
た
る
事
務
所
、
支
店
（
会
社
法
第
九
百
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
店
と
み
な
さ
れ
る
も
の

を
含
む
。）又
は
日
本
に
営
業
所
を
設
け
て
い
な
い
外
国
会
社
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
住
居
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）又
は
営
業
所
に
電
話
を
か
け
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
給
与
そ
の

他
の
当
該
法
人
が
当
該
被
用
者
に
支
払
う
金
銭
の
振
込
み
を
受
け
る
預
金
又
は
貯
金
口
座
に
係
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
。）

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
ル
〜
カ

略
﹈

﹇
ル
〜
カ

同
上
﹈

﹇
二
・
三

略
﹈

﹇
二
・
三

同
上
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



２

特
定
事
業
者
は
、前
項
第
一
号
イ
か
ら
チ
ま
で
若
し
く
は
ヌ
又
は
第
三
号
イ
若
し
く
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法（
同

項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
当
該
顧
客
等
の
現
在
の
住
居
が
記
載
さ
れ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
の
い
ず
れ
か
（
本
人
確
認
書
類
を
除
き
、
領
収
日
付
の
押
印
又
は
発
行
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
で
、
そ

の
日
が
特
定
事
業
者
が
提
示
又
は
送
付
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。
以
下
「
補
完
書
類
」
と
い

う
。）の
提
示
を
受
け
る
場
合
を
、
同
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
当
該
顧
客
等
の
現
在
の
住
居
が
記
載
さ

れ
た
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る
場
合
を
除
く
。）に
よ
り
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
場
合

に
お
い
て
、
当
該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
に
当
該
顧
客
等
の
現
在
の
住
居
若
し
く
は
本
店
若
し
く

は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
記
載
が
な
い
と
き
又
は
当
該
本
人
確
認
書
類
に
組
み
込
ま
れ
た
半
導
体
集
積
回

路
に
当
該
顧
客
等
の
現
在
の
住
居
の
情
報
の
記
録
が
な
い
と
き
は
、
当
該
顧
客
等
又
は
そ
の
代
表
者
等
か
ら
、

当
該
記
載
が
あ
る
当
該
顧
客
等
の
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
補
完
書
類
の
提
示
を
受
け
、
又
は
当
該
本
人
確
認

書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
若
し
く
は
当
該
補
完
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当

該
顧
客
等
の
現
在
の
住
居
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
ロ
、
チ
若
し
く
は
ヌ
又
は
第
三
号
ニ
に
規
定

す
る
取
引
関
係
文
書
は
、
当
該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
当
該
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る

当
該
顧
客
等
の
住
居
又
は
本
店
等
に
宛
て
て
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

特
定
事
業
者
は
、前
項
第
一
号
イ
か
ら
チ
ま
で
若
し
く
は
ヌ
又
は
第
三
号
イ
若
し
く
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法（
同

項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
当
該
顧
客
等
の
現
在
の
住
居
が
記
載
さ
れ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
の
い
ず
れ
か
（
本
人
確
認
書
類
を
除
き
、
領
収
日
付
の
押
印
又
は
発
行
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
で
、
そ

の
日
が
特
定
事
業
者
が
提
示
又
は
送
付
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。
以
下
「
補
完
書
類
」
と
い

う
。）の
提
示
を
受
け
る
場
合
を
、
同
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
当
該
顧
客
等
の
現
在
の
住
居
が
記
載
さ

れ
た
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る
場
合
を
除
く
。）に
よ
り
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
場
合

に
お
い
て
、
当
該
本
人
確
認
書
類
又
は
そ
の
写
し
に
当
該
顧
客
等
の
現
在
の
住
居
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
の
記
載
が
な
い
と
き
は
、
当
該
顧
客
等
又
は
そ
の
代
表
者
等
か
ら
、
当
該
記
載
が
あ
る
当
該

顧
客
等
の
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
補
完
書
類
の
提
示
を
受
け
、
又
は
当
該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
そ
の
写

し
若
し
く
は
当
該
補
完
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
顧
客
等
の
現
在
の
住

居
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
ロ
、チ
若
し
く
は
ヌ
又
は
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
取
引
関
係
文
書
は
、

当
該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
当
該
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
等
の
住
居
又
は

本
店
等
に
宛
て
て
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

﹇
３
・
４

略
﹈

﹇
３
・
４

同
上
﹈

附

則

附

則

（
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
応
す
る
た
め
の
特
例
）

﹇
条
を
削
る
。﹈

第
六
条

令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ツ
に
掲
げ
る
取
引
（
現
金
の
受
払
い
を
す
る
取
引
で
為
替
取
引
を
伴
う
も
の

に
限
る
。）の
う
ち
、
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
係
る
寄
附
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
（
当
該
為
替
取
引
に
よ
る

送
金
先
の
預
金
又
は
貯
金
口
座
が
専
ら
寄
附
を
受
け
る
た
め
に
開
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
も
の

に
限
り
、
当
該
取
引
の
金
額
が
二
百
万
円
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。）は
、
第
四
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
簡
素
な
顧
客
管
理
を
行
う
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
取
引
と
し
て
主
務

省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村

の
区
域
に
住
居
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
有
す
る
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
で
あ
っ
て
、

第
六
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に

係
る
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に

規
定
す
る
方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
暫
定
的
な
措
置
と
し
て
、
当
分

の
間
、
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
申
告
を
受
け
る
方
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

特
定
事
業
者
は
、
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
に
つ
い
て
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の

確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項

の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
平
成
三
十
年
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
応
す
る
た
め
の
特
例
）

﹇
条
を
削
る
。﹈

第
七
条

令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ツ
に
掲
げ
る
取
引
（
現
金
の
受
払
い
を
す
る
取
引
で
為
替
取
引
を
伴
う
も
の

に
限
る
。）の
う
ち
、
平
成
三
十
年
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
に
係
る
寄
附
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
（
当
該
為
替

取
引
に
よ
る
送
金
先
の
預
金
又
は
貯
金
口
座
が
専
ら
寄
附
を
受
け
る
た
め
に
開
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



お
け
る
も
の
に
限
り
、
当
該
取
引
の
金
額
が
二
百
万
円
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。）は
、
第
四
条
第
一
項
第
七
号

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
簡
素
な
顧
客
管
理
を
行
う
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
取
引

と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

平
成
三
十
年
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
に
際
し
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
に
住
居
又
は
本
店

若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
有
す
る
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
で
あ
っ
て
、
第
六
条
に
規
定
す
る
方
法

に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
本

人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
暫
定
的
な
措
置
と
し
て
、
当
分
の
間
、
当
該
顧
客
等
又
は

代
表
者
等
か
ら
申
告
を
受
け
る
方
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
事
業
者
は
、
当
該

顧
客
等
又
は
代
表
者
等
に
つ
い
て
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
な
っ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
も
の
と

す
る
。

（
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
応
す
る
た
め
の
特
例
）

﹇
条
を
削
る
。﹈

第
八
条

令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ツ
に
掲
げ
る
取
引
（
現
金
の
受
払
い
を
す
る
取
引
で
為
替
取
引
を
伴
う
も
の

に
限
る
。）の
う
ち
、
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
係
る
寄
附
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
（
当
該
為
替
取
引
に
よ

る
送
金
先
の
預
金
又
は
貯
金
口
座
が
専
ら
寄
附
を
受
け
る
た
め
に
開
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
も

の
に
限
り
、
当
該
取
引
の
金
額
が
二
百
万
円
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。）は
、
第
四
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
簡
素
な
顧
客
管
理
を
行
う
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
取
引
と
し
て
主

務
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
際
し
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
に

住
居
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
有
す
る
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
で
あ
っ
て
、
第
六
条
に

規
定
す
る
方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
係
る
法
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る

方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
暫
定
的
な
措
置
と
し
て
、
当
分
の
間
、
当

該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
申
告
を
受
け
る
方
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
事

業
者
は
、
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
に
つ
い
て
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認

を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
応
す
る
た
め
の
特
例
）

（
令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
応
す
る
た
め
の
特
例
）

第
六
条

﹇
略
﹈

第
九
条

﹇
同
上
﹈

２

令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二

条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
に
住
居
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
有
す
る
顧
客
等
又
は

代
表
者
等
で
あ
っ
て
、
第
六
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
第
六
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
暫
定
的

な
措
置
と
し
て
、
当
分
の
間
、当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
申
告
を
受
け
る
方
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
事
業
者
は
、
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
に
つ
い
て
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法

に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
際
し
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
に
住
居

又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
有
す
る
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
で
あ
っ
て
、
第
六
条
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法

に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
暫
定
的
な
措
置
と
し
て
、
当
分
の
間
、
当
該
顧

客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
申
告
を
受
け
る
方
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
事
業
者

は
、
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
に
つ
い
て
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行

う
も
の
と
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 
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備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 


